
 

京都市告示第   号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条第２項及び第３項の規定に

より，産業廃棄物処理施設の設置に係る許可申請書（以下「申請書」という。）

及び生活環境影響調査書（以下「調査書」という。）が提出されたので，同

条第４項の規定により，次のとおり告示します。 

なお，当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は，同条

第６項の規定により，市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出す

ることができます。 

平成２２年６月９日 

京都市長 門 川 大 作   

１ 許可申請の概要 

   申請者 

名 称 光アスコン株式会社 

   代表者 代表取締役 喜多川光矢 

   所在地 京都市伏見区横大路千両松町７８番地 

  産業廃棄物処理施設の設置の場所 

   京都市伏見区横大路千両松町７８番地 

  産業廃棄物処理施設の種類 

   焼却施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第３号，

第５号，第８号及び第１３号の２に掲げる焼却施設のいずれにも該当） 

  産業廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類 

   ①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラスチック類⑥紙くず⑦木

くず⑧繊維くず⑨ゴムくず⑩金属くず⑪ガラスくず，コンクリートくず

及び陶磁器くず⑫感染性産業廃棄物（下線を付したものにあっては，特

１２６



 

別管理産業廃棄物を含む。） 

２ 申請年月日 

  平成２２年５月２７日 

３ 申請書及び調査書の縦覧 

   縦覧場所 

  ア 京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 

    京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町３８４ヤサカ河原町ビ

ル７階 

  イ 京都市伏見区役所（１階ロビー） 

    京都市伏見区鷹匠町３９番地の２ 

  縦覧期間 

  ア 京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 

    平成２２年６月９日（水）から平成２２年７月８日（木）までの１

月間 

イ 京都市伏見区役所（１階ロビー） 

    平成２２年６月９日（水）から平成２２年６月１５日（火）までの

１週間 

（いずれも，京都市の休日を定める条例第１条に規定する休日を除

く。） 

   縦覧時間 

   午前９時３０分から正午まで 

午後１時から午後４時３０分まで 

４ 意見書の提出 

   提出することができる者 



 

   当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者 

  記載すべき事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，

その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

イ  当該産業廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上の見地

からの意見（日本語により，理由を含めて記載すること。） 

  提出期間 

  平成２２年６月９日（水）から平成２２年７月２２日（木）まで（期

間厳守） 

  提出方法 

  窓口提出，郵送又はファックス 

  提出先 

   〒６０４－０９２４ 

   京都市中京区河原町通二条下る一之船入町３８４ヤサカ河原町ビル

７階 

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 

ＴＥＬ ０７５－２１３－０９２６ 

ＦＡＸ ０７５－２２１－６５５０ 

（環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課） 


